
　5月3日（水）の憲法記念日を含む5月1日（月）か
ら7日（日）までの期間は「憲法週間」です。この機会
に基本的人権の大切さについて考えましょう。浪速
区役所では、浪速区人権啓発推進協議会と共同で5
月1日（月）16時からなんばパークス周辺にて街頭
啓発活動を行い、市民に基本的人権の尊重を呼び
かけます。

5月1日（月）～7日（日）は
「憲法週間」です

市民協働課（教育・学習支援）問合
6647-9743TEL 6633-8270FAX

　大阪弁護士会所属の弁護士が、法律的な知識を
要する問題の相談に応じ、1人45分程度でアドバイ
スを行います。

弁護士による「離婚・養育費」の
専門相談を実施します

保健福祉課（子育て支援）問合
6647-9895TEL 6644-1937FAX

5月16日（火）14時～17時日時
区役所※詳細は予約受付時にご案内します場所
大阪市内にお住まいで、離婚・養育費に関す
る悩みをお持ちの未成年のこどもがいる父母

対象

電話にて予約※5月9日（火）9時～受付開始申込

3詳しくは　  総務課（　　6647-9625　　 6633-8270)まで。　　
＝区役所 毎月第4日曜日は、9時から17時30分まで窓口サービス課（住民情報・保険年金）の一部業務窓口を開設しています。

FAXTEL

　2月9日に、国際親善女子車イスバスケット
ボール大阪大会に出場するカナダの女子車いす
バスケットボールチームが木津中学校を訪問し、
生徒の皆さんと車いす操作やシュートの体験な
ど楽しい交流の時間を過ごしました。ミニゲーム
では生徒の皆さんを優しくアシストし、選手vs教
師代表では素晴らしい技を披露してくださいま
した。
　生徒達も「楽しかった」「車いすに乗るとコート
がいつもよりも長く感じた」と話してくれました。
　生徒の皆さんが作った応援の横断幕は試合会

保健福祉課（障がい者支援）問合
6647-9897TEL 6644-1937FAX

国際親善女子車いすバスケットボール
地域親善交流会が開催されました

場に飾られまし
た。カナダチー
ムの皆さんあり
がとうございま
した！
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　市税の納付について、スマートフォンなどからイ
ンターネットを利用した便利なサービスをご案内し
ます。

ネットで便利！大阪市税

　大阪市税の口座振替・自動払込をパソ
コン・スマートフォン・タブレット端末から
お申込みできます。対応金融機関などに

Web口座振替受付サービス

ついては、大阪市ホームページからご確認ください。

　納付書表面に印字されたeL-QRを読み
取ることで、キャッシュレス決済アプリ
（各種Pay等）による納付ができます。ま

スマートフォンなどを利用した納付方法

た、地方税お支払サイトからクレジットカードによる
納付も可能です。
　利用可能なアプリ・納付方法の詳細・操作方法に
ついては、地方税お支払サイトからご確認ください。

　eLTAXの共通納税システムは、すべて
の都道府県、市区町村へ、自宅や職場の
パソコンから電子納税ができる仕組み

地方税ポータルシステム（eLTAX）の利用について

で、本システムを利用することにより、納税者は複数
の地方公共団体へ一括して電子納税が可能です。
　また、共通納税システムではeLTAX（エルタック
ス）対応ソフトウェアであるPCdesk（ピーシーデス
ク）等を用いて、電子申告から電子納税まで一連の
手順で行うことができます。
　なお、4月3日より、クレジット
カードでも納付ができるように
なり、より便利になりました。
　対象の税目などについては、大
阪市ホームページからご確認く
ださい。

財政局税務部収税課収納管理グループ問合
6208-7783TEL 6202-6953FAX

※問合せ可能日、可能時間（平日9時～17時30分）

くらしの相談

内容 日時 場所 問合

行政書士による相談
（相続、入管、帰化など）

5月10日（水）、
17日（水）、24日（水）
各13時～17時

行政相談
（国の行政全般の苦情・要望） 5月10日（水）10時～12時

社会保険労務士による相談
（労働、年金、保険など）

浪速区役所

6月2日（金）13時～15時

5月18日（木）13時～16時

犯罪被害者等支援の
ための総合相談窓口 9時～17時30分

（土日祝日・年末年始を除く）
市民局人権企画課
（市役所４階）

ひとり親家庭相談
（離婚前相談を含む）

毎週火・木曜日
各9時30分～17時30分
（祝日・年末年始を除く）

浪速区役所

くらしの困りごと相談 9時～17時30分
（土日祝日・年末年始を除く）

浪速区役所4階

法律相談
定員8名（組）（先着）

要予約

要予約

予約
不要

予約不要

予約不要

予約不要

予約不要

　  総務課（企画調整）
 6647-9683
予約受付：各相談日の前開庁日9時～
※1名（組）30分以内（相談後に弁護士が記
録を作成する時間や入れ替わりの時間など
も含みます。）

TEL

　  総務課（企画調整）
 6647-9683TEL

　  保健福祉課（子育て支援）
 6647-9895TEL

市民局人権企画課（市役所４階）
 6208-7489
 6202-7073
TEL
FAX

くらしサポートセンターなにわ
 6536-8861
 6536-8864
TEL
FAX

専門相談員による
人権相談
（電話・面談・FAX・電子メール）

人権啓発・相談センター
相談専用電話番号 ▶ 6532-7830（なやみゼロ） 6531-0666
電子メール相談専用アドレス ▶ 7830@osaka-jinken.net 
相談受付 ▶平日9時～21時、日曜・祝日9時～17時30分

TEL FAX

土曜日・年末年始（12月29日～1月3日）を除く

大阪市総合コールセンター問合 TEL 4301-7285 FAX 6373-3302

日曜法律相談 ナイター法律相談

5月28日（日）13時～17時日時
天王寺区役所（天王寺区真法院町20-33）場所
定員16名（組）（先着）定員
5月19日（金）12時～27日（土）17時（24時間受付）予約

受付 050-1807-2537TEL

5月11日（木）18時30分～21時日時
北区民センター（北区扇町2-1-27）場所
定員32名（組） （先着）定員
受付開始（18:00予定）に順番を抽選、
以降先着順

受付
方法

要予約

　人権擁護委員による特設人権相談所を開設しま
す。悩みごと・困りごとがありましたら、内容は秘密
厳守ですので、お気軽にご相談ください。

区役所での人権相談について 無料

5月19日（金）13時30分～16時日時
区役所 601会議室場所

問合 大阪法務局、大阪第一人権擁護委員協議会
6942-1489TEL 6943-7406FAX

（令和5年4月1日現在）
区の推計人口

80,407人 58,562世帯
区の人口 区の世帯数

+643世帯+653人

　カラスは春先に高い木の枝などに巣を作り、5月か
ら6月頃にヒナを育てます。
　子育ての時期は親カラスがヒナを守るために、巣に
近づいた人に威嚇行動をとることがあります。カラス
の巣やヒナを見つけたら、近づかないことが一番で
す。威嚇は「おどし飛行」だけで、突っつくことはまれで
すので、あわてずにその場から離れましょう。
　巣立ち直後のヒナは地面に落下してしまうことがあ
ります。飛ぶ練習をしているだけで、けがをしているの
ではありません。近くで親カラスが見守っているので、
そのままにしてヒナには近づかないようにしましょう。
【カラスを増やさないために】
・ゴミを出す時間を厳守し、生ゴミを屋外に放置しな
いようにしましょう！
・ペットの残り餌、庭木の落果実は放置せず、速やかに
片付けましょう！

カラスに注意！

保健福祉課（保健）問合
6647-9973TEL 6644-1937FAX


